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　すみれ園では、ご利用者のニーズに沿った日中活動に講師をお招き

してクラブ活動を行っています。

今年度、新たに「押し花教室」が加わりました。講師が用意して下さる色

とりどりの花を使い、手ほどきの元花の表情を見ながらご利用者おひとり

おひとりが心を込めた作品作りに励んでいます。

こんな感じにしてみようかな～。

デザインを決めて花を台紙に

飾っていきます。

周りをどのようなデザインにするか
どうしようかな・・・と、考え中です。

完成！！可愛く出来ました☆

利用者さんも大満足の一枚に

仕上がりました。

どんな作品にしようかな？花をお皿の上に広げただけで花畑のよう┨✿

世界にひとつだけの
オリジナル作品を掲示し
個性を楽しんでいます。

くんれん便り
　「嚥下（えんげ）体操」は言語聴覚士が行っている言語訓練です。すみれ園では食事

の３０分前に集団で行っています。

　嚥下の訓練は、食事の前にご飯のとおりを良くする運動であり、発音や聞き取りの

改善・頭の体操になる内容を盛り込んでいます。また、肩こりや首の疲れの軽減、良

い姿勢作りにも繋がります。

　健康維持には予防が大切です。そのためには定期的な

運動が必要ですが、地道な努力も必要です。

個々の要望に合わせ自主訓練の方法もお伝えします。

　みんなで機能向上と健康維持に努めましょう。

くんれん便り
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　２日間に分けて全職員が、障がい者虐待防止法の理解と対応について学び、虐待防止法や権利

擁護に関することを啓発することにより、ご利用者もお互いに楽しく過ごせる環境づくりに努め

ることを目的とした研修を実施しました。

　権利擁護は難しい事柄ばかりでなく、生活の中から取り組めることもたくさんあります。権利

擁護啓発ポスターに掲げられた言葉をご利用者の皆様と共に考える事で、ひとり一人が大切にさ

れる、自分自身を大切と思えるすみれ園を目指していきたいと考えております。






